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吐魯番出土文物研究会会報
1 995年5月1日
吐魯番出土文物研究会

-目，A:・

第 104号

新著紹介、ほしめに・・・・・・ 1 /吐魯番地区文蒼所(伽，其亮執筆) 11986年新語

日土魯番阿里町浴剤H古墓群発掘簡練 J •.•. 1 /主 素「吐魯番出土張氏高昌時期文物

三題 J ..•• 2 〆孟憲実「間干麹氏高昌王朝地方制度的議個問題」・・・・ 3 /王新

民「遡氏高畠与義軍司突層面的商業貿易」 斗/王尚 i童 II奮朝前期西北交通之経

営 J •••• 6 

【はじめに】

今回新著紹介の対象としたのは、 1993年に中国国内で公表された論稿ですが、公表された論著の数

から判断する限りでは、この一年間の吐魯番出土文物研究は前年1992年と同じように、必ずしも活発

だったとはいいがたいようです(詳細については、来年 2月発行の本誌〈号数は未定〉に掲載を予定

している閣尾編「吐魯番出土文物関係論著目録(稿)ー 1993・中文篇ー」を参照してください)。そ

こで、あわせて 1992年に公表された発掘報告も取り上げることにしました。ごのうち本号に掲載する

のは、その発掘報告と 1993年に公表された論稿の一部であり、のこりについては、次号以降に掲載す

る予定です。

古ミ * 古主 セ

-吐魯番地区文管所(柳洪亮執筆) 11986年新彊吐魯番阿斯塔那古墓群発掘簡報」

( Ii'考古.!I1992年第 2期 143'"'"' 156. 図版 5'"'"' 7 ) 

1986年 9月から 10月にかけて行なわれた発掘調査の第一報で、調査の対象となった墓は、 86TAM384

""' 391の計8基である(その他に調査以前に破壊された墓が 1基ある)。出土文物のうち、墓志につ

いては、前号に掲載した閥尾「吐魯番出土漢文墓志索引稿(補遺)Jで簡単な紹介を行なっておいた

ので、ここではそれ以外の文字資料について紹介しておく。

本報告によれば、 8基中 7基から文字資料(文書)が出土しており、その総数は70点に達する。大

部分は墓主の紙帽や紙軽などに二次利用されて墓内にあったようだが、このうち次の8点の録文が掲

載されている(文書の表題は一部紹介者の責任であらためた)

1 .高昌延昌柵八(五九八)年十月参軍張顛口租蒲萄園券 (86TAM386:35-1a (写) p.150図5右

(録)p.149) 

2 .高昌義和三(六一六)年四月某人畢粟・妻券 (86TAM386:21-2(写) p.150図6右〈録)p.148) 

3.高昌延和十八(六一九)年九月蓋血皐随葬衣物疏 (86TAM386:19 (写) p.150図5左〈録)p.14 
8) 

4.高昌延書四(六二七)年三月名籍 (86TAM387:38-1¥写) p.151図7左〈録)p.148) 

5.宣量年次未詳(六世紀後期?)兵部残奏 (86TAM386:21-4(写) p.151図7右〈録)p.149) 
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6 .亘量年次未詳付皇盟童等人銀銭帳 (86TAM388:21-3(写) p.151図 9 (録)p.149) 

7.亘量年次未詳戸主牛帳 (86TAM389:22-2a (写) p.150図6左〈録)p.149) 

8.星年次未詳(七世紀中期?)書信馬油麻事 (86TAM384:4-2 (写) p.151図8 (録)p.149) 
以上の 8点の文書のうち、埋納するため作成された 3だけは完整だが、それ以外は二次利用されて

墓中にあったためか、前後・天地を欠いている。また多くは高昌国時代特有の構書体だが、 8だけは

行草体であり、伴出文書の紀年(唐顛慶 4= 659年)からこれを唐西州時代のものとした本報告の判

断は首肯できる。

さて高昌国時代の 7点のうち、随葬衣物疏の 3や契約文書の 1・2、および上奏文書の 5などは既

に同類の文書の存在が知られているが、 4 • 6・7の 3点は、類似の文書がなく、文書としての性格
については不明確な点が多い。先ず 4は、姓名+r萱人J (または麗人)という書式で姓名と員数が
列挙され、最後に員数の総計(r頁拾麗人J)が記されている。 6は、 「付」字+姓名(または官職
+名) + r銀銭J+銭額という書式を基本にしているようだが、一部姓名と官職(特) +名が続けら
れている箇所もある(後者は「将xx下」という高自国特有の表記であろうか)。銭額は 1文から 5
文までの少額なので、あるいは唐西州時代の「付銭歴」のような性格の文書だったのであろうか。ま

た7は、姓名+r牛」字+頭数+特徴+年齢という書式を有する。この姓名が戸主か否かは判断がむ
つかしいが、民戸が保有ないしは管理している(していた、ないしはすることになった)牛に関する

データということになろう。馬に限らず牛に対しでもかかる管理を高昌国がしていたことは、遠行車

牛制度を想起すれば、ありえないことではなかろう。

伴出した墓誌から判断して、この古墓群が張氏一族墓だったことは疑いないが、このことは 3が張

師克の随葬衣物疏であることや、 1の契約文書に参軍の張顕某の名が当事者として見えていることか

らも傍証される。また興味深いのは、 3の「延和十八年」という紀年である。張師見の墓誌の紀年も

同様だが、 「義和政変Jの期間中でありながら、延和という古い元号が用いられているのであって、

この点も今後さらに検討を加える必要があろう(なお張師見夫妻の墓誌の形態から、本報告は延書年

間に作成されたとするが、とすれば、随葬衣物疏も同様に考えてよいだろう)。

ごのほかごの古墓群からは、 70点以上に上る陶器をはじめ、伏義女嫡画像も 3点出土しており、未

紹介の文書群も含め、より詳細な報告が侯たれるところである。(欄尾)

1・王素「吐魯番出土張氏高昌時期文物理JI 

( Ii'文物.lI1993年第 5期 53...... 60) 

5世紀末期にトゥルファン盆地を支配した張氏高昌国に関するほとんど初めての専論で、出土史料

を手がかりにして、この政権の存続時期など基本的な問題に迫る。

張氏高昌国の存続時期に関しては、編纂史料の記述に矛盾が多いため、諸説が併存する状況にあっ

たが、著者は、①「皇室E二年歳在庚午功曹書佐左蓋奏J(75TKM88: 1 (a) (録) Ii'文書.lI 1.179) 、②
「蔓亙七年太歳口亥蓋盤翠枢銘J(75TKM99出土)、および③「庚午歳《金光明経》巻二題記J (65英

沙古城出土)の 3点を取り上げ、分析する。先ず①についてはその紙背、 「丞呈五年正月道人盆室弟

阿奴畢錦券J(75TKM88: 1 (b) 干支は丙成)が麹氏高昌国時代の 506年の作成になることから、その直

前の 490年に比定し、白須浄農民の見解を支持して、建初を張氏高昌国の元号とする。②について

も、干支の欠字を「辛」と釈読し、これを辛亥、すなわち西涼の建初 7= 411年とする既存の解釈に

ついて、そもそもかかる釈読が不可能であるばかりか、書体や出土状況の点からも成立しがたく、む

しろ実見の限りでは「乙」とするととも充分可能であり、したがって乙亥= 495年に比定する。また
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③に関しては、かつて自らも与した庚午= 430年説を、干支併記の書式や内容から否定し、やはり 1

サイクル遅らせて 490(建初 2)年とする。したがって結論としては、張氏高昌国は、その前年に柔

然に反旗を翻して高昌の近くで自立した高車の阿伏至羅が、 488年に閣氏高昌国を倒して張孟明を擁

立してなったもので、張孟明が翌年建初と建元してから、 496=建初 8 (北貌太和20)年に彼が「園

人」に殺害されるまで存続したということになる。

中国内外の学説史を丹念に整理する一方、実見も含めて出土史料に対しでも精轍な分析が繰り広げ

られている。また張氏高昌国の存続期間を確定するのみならず、高昌郡から麹氏高昌国に移行する過

渡期としてこの時期をとらえ、その具体的な様相を政治制度と文化状況の両面から説明しており、こ

の点についても正当な評価がなされるべきであろう。(闘尾)

-孟憲実「関子麹氏高昌王朝地方制度的幾個問題」

( [j'西域研究.!I1993年第 2期 24""' 30) 

中日両国における先行研究の到達点をふまえ、表題に掲げた問題に関して新たな知見を提供した若

手研究者の論稿である。

著者はまず、麹氏高昌国では地方行政単位が郡と県に限定されていたごと、つまり上級の州や下級

の郷や里などは設置されていなかったことを、先行研究を手がかりにして確認する。しかし先行研究

が、部と県との閣の統属関係を全面的に否定した点については、造寺碑や墓碑に見られる文言を根拠

として修正を迫る。具体的にいうと、交河と横載に関しては同名の郡と県が同時に設置されていたこ

と、ょうするに統属関係があったことを主張する。また多くは統属関係がなかったにせよ、郡太守と

県令が官制の体系のなかで明確に区分されていたことも著者が強調する点である。一方の郷・里につ

いては、高昌国が元来の高昌郡の範囲を領域として発足したことに原因を求める。すなわち元来の高

昌郡を基礎として高昌国が発足したため、かつての県のいくつかを郡に昇格させ、かつての郷を県に

昇格させたのだというのである。そのため著者は複数の根拠を提示しているが、唐西州時代の郷は高

昌国時代の県の後身だった可能性が高いこと、高昌国の人口規模からして、その郡や県の人口は晋制

の郷のそれにも満たなかったと考えられることなどである。

ついで著者は郡と軍府が併存した問題を取り上げる。ここでは史料が豊富に残っている交河郡を例

として、部と府はそれぞれ独自の属官を有しており、明確に区別される存在であったこと、彼らは等

しく中央から任命されたこと、したがって彼らは部と府の聞を異動するのみならず、中央と地方、各

地方閉さえ異動する存在であったことなどを墓碑の記述を根拠として主張する。また同時代の中国王

朝では州・郡衝が軍府に凌駕される傾向にあったのに対して、高昌国では前者、すなわち郡がなお府

に対して優勢であった点にこの国の独自性を認めている。

最後に著者は、高昌国の地方行政制度が中国のそれを継承して出発しながらも、多くの独自性を生

み出した点について考察する。それは人口規模の問題もさることながら、第一に、生活空間が小さな

オアシスであったことである。これらオアシスが分散して存在していたので、郡と県の聞の統属関係

は確立できなかった。第二に、周囲を強力な遊牧勢力に固まれていたという点である。非常事態に対

処するためには、中央集権的な体制を維持する必要があり、中央と各オアシスを直結する体制が生み

出されたのである。

以上が要約であるが、豊かな先行研究の蓄積をふまえ、新出の墓碑史料をも駆使しながら、新たな

知見を提供した本論文の意義には、研究の態度や方法といった面も含め、大きいものがある。最後に

著者が主張している独自性の所以については、すぐれた卓見とさえ思う。そのことを認めた上で、評
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者の疑問を提出したい。

まず州や郷・里の不存在の問題である。高昌国時代の郷里制の不存在を最初に示唆したのは評者自

身であるが、高昌郡を基礎にして発足した高島国であれば、最高の地方行政単位としてなぜ州を設置

しなかったのか、また著者がいうように高昌郡時代の県を郡に、郷を県に昇格させたのであれば、な

ぜ里を郷に昇格させなかったのか、といった問題がある。州については、高昌国王が中国王朝から州

刺史に冊封されている事実に規制されたのであろう。つまり冊封が圏内の地方行政単位の名称さえ制

約したということである。中央官制を規定したのと同じように、である。刺史である以上、圏内に設

置することのできる行政単位は郡以上でも以下でもありえなかったというのが私見である。ごの郡と

県の聞に統属関係を欠いていた原因は著者の主張のとおりであろう。しかし高昌郡時代の郷が県に界

格したというのはいかがであろうか。むしろ麹氏高昌国時代の 1世紀半、諸氏高昌国を含めれば2世

紀に及ぶ時期にトゥルファン盆地の開発が進み、新たなオアシス都市が築かれ、県が設置されたとい

うケースが多かったと考えるべきなのではないだろうか。火焔山北麓の新興県などはその代表的な例

だと思う。また高昌国の総人口を郡県数で割って都県(オアシス)ごとの平均人口数を算出する著者

の方法もあまり有効とは思えない。なぜならばその遣社から判断して、 トゥルファン盆地のオアシス

の規模はまことに多様であったからである。例えば国都の高昌では坊制がしかれていたのみならず、

下級の将を中心とした民戸のグルーピングが行なわれていた。郷里制こそなかったものの、それに類

する制度がなければ民戸の掌握はおそらく不可能だったのであろう。また晋制では郷規模という県の

権限や機能についても、著者の考えを聞きたいとごろである。このことが、高昌国の県が中国の郷や

里のような権限や機能を保持していたということまでも意昧するわけではなかろう。もちろん郡につ

いても同じごとが指摘できる。高昌国における地方行政制度の本質はこの問題の解明をまって、評価

されねばなるまい。

著者の手法は、同時代の中国王朝の制度や動向との比較を通じて、との国の独自性を浮かび上がら

せるというものだが、かかる手法の限界もまた明らかである。今後、墓碑史料のみならず文書史料に

対する丹念な解析作業もふまえて、さらに課題に接近すべきであろう。(闘尾)

|φ王新民「麹氏高昌与鉄勅突厭的商業貿易JI 
( 11'新彊大学学報JI1993年第 3期 58--61) 

本論文は、 6世紀--7世紀前半における、麹氏高昌国と鉄勅および突厭との経済関係について、ト

ゥルファン文書の検討を通じて論じたものである。

まず著者は、麹氏高昌国の国都である高昌域の市場において、鉄・金・銀・銅・陶砂などの鉱物商

品が売買されている事実に注目する。著者によれば、 トゥルファンがオアシス農業に拠る地域である

ことから、これらはトゥルファン産ではありえず、鉄勅や突臓が活動した天山東部地域およびアルタ

イ山一帯こそが、ごれらの産出地であったとする。さらに突厭だけでなく、鉄勅においても鍛冶技術

が発達していたごとを主張し、高昌市場で売買されていた前掲の鉱物商品は、鉄勅や突厭の手になる

と理解する。つまり、北方の遊牧地域で製錬された鉱産物がトゥルファンに流入し、それが高島域の

市場で売買されていたと見るのである。ただし、これらの鉱物商品について、著者は具体的には、

①鉄器、②金銀銅器、③陶砂に分けて検討しており、陶砂以外は、鉄は鉄器製品(工具・馬具・武器

など)を、また金・銀・銅は金・銀・銅器製品を主として予想しているようである。このうち①の鉄

器については、それを製造した遊牧勢力の技術者として、 トゥルファン出土文書( I亘呈年次未詳早

差等偉供食帳J (60TAM301:5/1(a)跡 [録] 11'文書』皿，256))に、 「二二コ萱惇、麺五斗、供盟盟
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亙窒鐘師星仁二二J (第 1断片第 3行目)と見えていることに注目する。すなわち著者は、この阿博

珂寒を阿波可汗とし、さらに鉄師を鍛鉄による鉄器を製造する工匠と理解する。トゥルファンにおけ

る鉄器の売買については、具体的な史料があるわけではなく、その詳細は不明であるが、 7世紀後半

の敦煙において、伊州(ハミ)から鉄器を伝馬を使用して輸送していたことが知られる (P.3714V)

この鉄器がどとで製作されたものかは断定できないが、天山東部地域における鉄器生産と関係がある

とも推測される。また②の金・銀・銅器に関して著者は、トゥルファン出土文書(r高昌年次未詳内
蔵奏得橋慣銭帳J (73TAM514:2 [録] Ii'文書JIm， 318-325) )を取り上げ、高昌の市場で規模の大き
な金・銀・銅(ただし金・銀・銅器ではない)の売買が行なわれていたことを指摘する。著者は、ト

ゥルファンからはこれらが産出されないごとから、これらも鉄勅や突厭がもたらしたものと認める。

この文書には、供勤大官が高昌市場において金の売買に携わっていたことが記録されているが、著者

はこの供勤大官を鉄勅あるいは突厭人とし、さらに「高昌年次未詳令弧等偉供食帳J (60TAM307:5/2 

(b)跡 〈録) Ii'文書』皿，260)に「皇室亙墨金師茎監監J (第 1断片第 6行目)とあり、 「貧j阜珂寒

(可汗)Jに属する「金師」が見えていることも、突厭や鉄勅などの金器製作と関係していると指摘

する。ただし、先の供勤大官が鉄勅あるいは突厭人であるとするならば、この人物が高昌市場で金の

買人として見えている事実を知何に解するのか、またトゥルファン出土文書に見える「金師J (その

名から判断して、ソグド人)が突厭や鉄勅における金器製作技術者であるとすれば、それが何故にト

ゥルファンに使いに出されているのか問題となろう。次の銀については、著者はトゥルファンでは銀

は産出されなかったとの前提に立つが、トゥルファンの西南地域に銀山が存在したとする玄奨の報告

を一概に無視することはできない。さらに③の陶砂についても、著者はその産出地をクチャに特定し

て考えているようであるが、これがトゥルファン北方の天山地域にも求められる可能性については、

張承志氏の論文を訳注した梅村坦氏の見解を参照すべきである(張承志・梅村坦訳注「王延徳の高昌

一北庭経路考ー J (Ii'アジア・アフリカ言語文化研究』第22号、 1981年) ，152) 

最後に著者は、節を改めて鉄勅・突厭と麹氏高昌国との「銭馬交易」に触れ、高昌国時代の「延昌

廿七(五八七)年兵部候列買馬用銭頭数奏行文書J (66TAM48:25，31跡 〈録) Ii'文書JIm， 73-88)を
検討する。遊牧地域とオアシス地域との経済関係を分析する上で、同文書がどれほどの意義を有して

いるのかは未知数ではあるが、おそらく著者は、そこに見える馬匹がおおむね遊牧地域からもたらさ

れたものと見なしているのであろう。たしかに売り手の名を見ると、高伯亮・阿浮利沙・謹呼典畔陀

・曹呼じ二コ・氾保謙・阿都瓢珂頓・康梼但などの名が散見しており、圧倒的に胡人らしき名が目に

つく。このうち、翠呼典畔陀・曹呼仁二コ・康梼但などはソグド系の人と考えられ、 (翠)呼典畔陀

(xwt • yn s ntk)など、いまだ胡風の名をとどめている。彼らが遊牧地域に居たソグド人なのか、また

麹氏高昌国に在住のそれなのかは明確ではないし、そもそもこれらの馬匹が遊牧地域からもたらされ

たという確証もないが、もし著者が想定するように、これらの馬匹が鉄勅や突厭からのものであると

すれば、ソグド人がこうした「銭(絹)馬交易」において仲介者的な役割を果たしていたことが、ト

ゥルファン地域では麹氏高昌国時代にまで遡って認められることになろう。

中央アジアに建国したオアシス国家が、北方の遊牧勢力と具体的に如何なる関係を構築していたの

かを解明することは、当地の歴史を考察する上できわめて重要な課題となっていることはいうまでも

ない。しかしながら、この問題と取り組むにあたっては、断片的で散発的な文書史料に依拠せざるを

えない現実があり、いまのところ個々の文書に対する分析を着実に深め、それらを蓄積してゆくしか

ないのが現状である。今後、研究を進展させてゆくためには、ごうした文書史料を総体としてどのよ

うに利用すべきなのかを模索してゆかねばならない。(荒川)
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@王尚達「唐朝前期西北交通之経営」

( Ii'敦煙学輯干IJ.D1993年第 2期 102--106， 118) 

著者は、唐の時代、中国と西方各国との多彩な交流が政治・経済・文化の各方面において空前の繁

栄を見せていたことを掲げ、その背景として、西域を包含する唐の強大な政治的統一と、それを保障

する軍事力が存在していたことを指摘する。とりわけ、太宗時代以来進められてきた唐の西域経営は

いわゆる東西を結ぶ幹線たる「シルクロードJを確保するごとにつながり、それを実現させたものと

そ、当地に侵略・駐留した軍隊、すなわち軍事力だったのである。こうした西域に対する軍事支配の

もと、唐は西域における交通を整備する目的で、当地にもいくつかの駅館や長行坊を設置したとし、

具体的に長行馬に関連する出土文書をいくつか断片的に紹介する。

さらに著者は、こうした駅館や長行坊以外にも、唐朝は「シルクロード」上に車坊を配置するとと

もに牛籍を立て、それら車牛を役使に供していたことを指摘する。あわせて著者は、 『大唐六典』巻

23将作監の条(正確には中校署の条。中校署は将作監に属して舟・車・兵杖・厩牧などを掌る)を引

用し、そこに「監署(監置ではない)の役使の車牛は、皆、年支の草・萱有り。その名簿に拠りてそ

の虚実を閲し、受けてこれを戴し、以って車坊に給す」とは、 『新唐書』巻48百官志、将作監・中校

署令の条とあわせ考えれば、役使用の車牛に対して年間に支給される草・萱を将作監が受領して、こ

れをそうした車牛を管理する同監の車坊に支給したことを意味していることがわかる。もちろん、将

作監は土木建設などを管掌するする中央に置かれた官府であり、著者がとの記事を引用したのは、単

に車坊に置かれた車牛に対して、牛籍が立てられていたととを示すのが目的であったと思われるが、

ただし注意されるのは、ベトロフスキー・コレクションに収められるコータン語文書の末尾に、漢字

で「将作監査宣盟」と見えていることである (cf. M. 11. Bopo6beBa一江 ec兄 TOBC

Ka兄， XOTaHo-caKH; “BaCTO可 HbI鼠 TYPKeCTaH B 耳peBHO

CTH H paHHeH Cpe瓦 He B e K 0 B b e" ， M 0 C K B a， 1992， p.73)。コータ

ン語の内容とともに、何故にこの官名が本文書に書き記されているのか、今後の検討課題となろう。

また著者は、駅館が往々にして各地域において商品流通の拠点となっていたことにも注目し、駅館

の周囲には民間の庖舗が聞かれていたことを指摘する。例として、定州の何明遠を掲げているが、さ

らに『奮唐書』巻 186の山南東路の駅を専知した「胡人屋蓋」の例や、トゥルファン出土文書にも麹

氏高昌国時代ではあるが、駅馬を供出していた康保謙(Ii'文書.DIV. 34-36)、また唐西州時代に駅長
となっていた康才蔓(Ii'文書』羽，568-571)の名が見えている。これもその姓から、ソグド人である

ことが推測され、あるいはトゥルファンでも同様に、駅館が彼らの商業活動の一つの拠点として機能

していた可能性も認められよう。

最後に簡略ながら、過所の実例をあげて、唐の民間交通に対する管理のあり方を検討しているが、

著者はそこから、唐代において交通の安定や治安の維持が保たれていた背景を分析する。

本論文は遺憾ながら、全体的にあまりにも概論的であるために、個々の文書の分析や結論に至る立

論の過程には不満が残るが、今後、考察を深化させてゆくべき問題点を含んでいることも認めねばな

ら ない。(荒川)
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